
■定義など■『売り手は誰か-対価を得るのは誰か』 

「当事者 2は『売り手』ですか」との質問を頂くことがあります。当事者 2は対象会社(ターゲット)であ

り、売り手(セラー)として対価を得るのは当事者 2の株主である株取得先となります。ただし、第三者割当

増資に限り、当事者 2が株取得先となります。なお、株取得先には売り手として開示された株主が記載され

ています。以下に具体例を挙げています。 

◇当事者2の株主が売り手(セラー)で対価を得る                                                   

 

◇第三者割当増資(当事者2が株取得先になる)                                                          

 

◇当事者2の株主が売り手(セラー)で、当事者2が第三者割当を実施し、両者が対価を得る                                              

 


